
（１）学級編制の標準の引下げ【第３条第２項関係】

小学校の学級編制の標準を現行の40人（第１学年は35人）から35人に引き下げる。

（２）少人数学級の計画的な整備（経過措置規定）【附則第２条第１項関係】

令和７年３月31日までの間における学級編制の標準については、児童の数の推移等を考慮し、第２学年

から第６学年まで段階的に35人とすることを旨として、毎年度政令で定める学年及び文部科学大臣が定

める特別の事情がある小学校にあっては、40人とする。

（３）その他（検討規定）【附則第３条関係】

この法律の施行後速やかに、学級編制の標準の引下げが教育活動に与える影響及び外部人材の活用

の効果に関する実証的な研究や、教員免許制度等の在り方に関する検討を行い、それらの結果に基づい

て必要な法制上の措置等を講ずるものとする。

Society5.0時代の到来や子供たちの多様化の一層の進展等の状況も踏まえ、誰一人取り残すことなく、

全ての子供たちの可能性を引き出す教育へ転換し、個別最適な学びと協働的な学びを実現することが必

要であることから、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能とする指導体制と安全・安心

な教育環境を整備するために公立の小学校※の学級編制の標準を段階的に引き下げる。

令和３年４月１日

１．趣旨

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の
一部を改正する法律案の概要

２．概要

３．施行期日

年度 R３ R４ R５ R６ R７

学年 小２ 小３ 小４ 小５ 小６

GIGAスクール構想
１人１台端末

少人数学級

個別最適な学びと協働的な学びの実現

【少人数学級とICT活用を両輪とした新時代の学び】 【個別最適な学びと協働的な学び】

【学級編制の標準の引下げに係る計画】

i. 上記（２）について、下表のとおり、小学校第２学年から学年進行により段階的に学級
編制の標準を引き下げる。

ii. 計画の実施に当たり、学級数の増加に伴い教室不足が生じ、施設整備に一定期間を
要するなど、特別の事情がある場合には、各地方公共団体がその実情に応じて対応で
きるよう措置する。

※義務教育学校の前期課程を含む。

習熟度に
応じた
学び

社会性・
人間性を
養う学び

つまずき
の解消と
意欲を高
める学び



公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

学
級
編
制
の
標
準
の
改
正

公
立
の
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
同
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級
に
係
る
一
学
級
の
児
童

の
数
の
標
準
を
四
十
人
（
第
一
学
年
は
三
十
五
人
）
か
ら
三
十
五
人
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

第
二

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

経
過
措
置

１

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
一
学
級
の
児
童
の
数
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
児
童
の
数
の
推
移
等
を

考
慮
し
、
第
二
学
年
か
ら
第
六
学
年
ま
で
段
階
的
に
三
十
五
人
と
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
毎
年
度
、
政
令
で
定
め
る

学
年
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
小
学
校
に
あ
っ
て
は
、
四
十
人
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

２

そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）



三

検
討

政
府
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
水
準
の
維
持
向
上
の
た
め
に
は
、
学
級
規
模
及
び
教
職
員
の
配
置

の
適
正
化
を
図
る
こ
と
に
加
え
、
多
様
な
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
質
の
高
い
教
員
が
教
育
を
行
う
と
と
も
に
、
教
員
以

外
の
教
育
活
動
を
支
援
す
る
人
材
（
外
部
人
材
）
を
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

速
や
か
に
、
学
級
編
制
の
標
準
と
な
る
数
の
引
下
げ
が
学
力
の
育
成
そ
の
他
の
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育

活
動
に
与
え
る
影
響
及
び
外
部
人
材
の
活
用
の
効
果
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
教
員
の
免
許
に
関
す

る
制
度
そ
の
他
教
員
の
資
質
の
保
持
及
び
向
上
に
関
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
結
果
に
基

づ
い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

四

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）
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諸
学
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の
学
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編
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職
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数
の
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に
関
す
る
法
律
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を
改
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す
る
法
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案

新
旧
対
照
表

○

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
体
制
の
充
実
及
び
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３
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○

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
学
級
編
制
の
標
準
）

（
学
級
編
制
の
標
準
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
又
は
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

２

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
又
は
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
指
定

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
指
定

都
市
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
八
条
第
三
号
並
び
に
第
八
条
の

都
市
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
八
条
第
三
号
並
び
に
第
八
条
の

二
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
（
義
務

二
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
（
義
務

教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
中
学
校
（

教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
中
学
校
（

義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お

義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

い
て
同
じ
。
）
の
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
学
校
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

げ
る
学
校
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
数
を
標
準
と
し
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
た
だ
し

下
欄
に
掲
げ
る
数
を
標
準
と
し
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
た
だ
し

、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
実
態

、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
実
態

を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
本
文
の
規
定

を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
本
文
の
規
定

に
よ
り
定
め
る
数
を
下
回
る
数
を
、
当
該
場
合
に
係
る
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の

に
よ
り
定
め
る
数
を
下
回
る
数
を
、
当
該
場
合
に
係
る
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の

数
の
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

数
の
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
学
級
の
児
童
又
は

一
学
級
の
児
童
又
は

学
校
の
種
類

学

級

編

制

の

区

分

学
校
の
種
類

学

級

編

制

の

区

分

生
徒
の
数

生
徒
の
数

同
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

三
十
五
人

同
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

四
十
人
（
第
一
学
年
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の
児
童
で
編
制
す
る

学
級
に
あ
つ
て
は
、

小
学
校
（
義

小
学
校
（
義

三
十
五
人
）

務
教
育
学
校

二
の
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

十
六
人
（
第
一
学
年

務
教
育
学
校

二
の
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

十
六
人
（
第
一
学
年

の
前
期
課
程

の
児
童
を
含
む
学
級

の
前
期
課
程

の
児
童
を
含
む
学
級

を
含
む
。
次

に
あ
つ
て
は
、
八
人

を
含
む
。
次

に
あ
つ
て
は
、
八
人

条
第
二
項
に

）

条
第
二
項
に

）

お
い
て
同
じ

学
校
教
育
法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び

八
人

お
い
て
同
じ

学
校
教
育
法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び

八
人

。
）

第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
（

。
）

第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
（

以
下
こ
の
表
及
び
第
七
条
第
一
項
第
五

以
下
こ
の
表
及
び
第
七
条
第
一
項
第
五

号
に
お
い
て
単
に
「
特
別
支
援
学
級
」

号
に
お
い
て
単
に
「
特
別
支
援
学
級
」

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
体
制
の
充
実
及
び
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の

（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び

律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
標
準
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
（
令
和
七
年
三
月
三

教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
標
準
法
」
と
い

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
、
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員

う
。
）
第
六
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
及
び
指
定
都
市
小

定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

中
学
校
等
教
職
員
定
数
又
は
新
標
準
法
第
十
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
特
別
支
援
学

号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
標
準
法
第
六
条
）

校
教
職
員
定
数
及
び
指
定
都
市
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
の
標
準
に
つ
い
て
は
、

に
規
定
す
る
都
道
府
県
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
及
び
指
定
都
市
小
中
学
校
等
教
職

平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公

員
定
数
又
は
標
準
法
第
十
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
及

立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又

び
指
定
都
市
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
三
月
三

は
特
別
支
援
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
及
び
教
職
員
の
総
数
の
推
移
等
を
考
慮
し

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
標
準
と
な
る
数
に
漸
次
近
づ

及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
児

け
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
毎
年
度
、
政
令
で
定
め
る
。

童
又
は
生
徒
の
数
及
び
教
職
員
の
総
数
の
推
移
等
を
考
慮
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
標
準
と
な
る
数
に
漸
次
近
づ
け
る
こ
と
を
旨
と
し
て

、
毎
年
度
、
政
令
で
定
め
る
。



公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
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準
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改
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○
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
義
務
教
育
諸
学
校
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
中

等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
を
い
う
。

２
・
３

（
略
）

（
学
級
編
制
の
標
準
）

第
三
条

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
は
、
同
学
年
の
児
童
又
は
生
徒
で
編
制
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
義
務
教
育
諸
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
が
著
し

く
少
い
か
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
数
学
年
の
児
童
又
は
生
徒
を
一
学
級
に
編
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
又
は
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
指
定

都
市
」
と
い
う
。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
八
条
第
三
号
並
び
に
第
八
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
（
義
務

教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
数
を
標
準
と
し
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
実
態

を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
を
下
回
る
数
を
、
当
該
場
合
に
係
る
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の

数
の
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
の
種
類

学
級
編
制
の
区
分

一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数

小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の

同
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

四
十
人
（
第
一
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学

前
期
課
程
を
含
む
。
次
条
第

級
に
あ
つ
て
は
、
三
十
五
人
）

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
の
学
年
の
児
童
で
編
制
す
る
学
級

十
六
人
（
第
一
学
年
の
児
童
を
含
む
学
級
に

あ
つ
て
は
、
八
人
）

学
校
教
育
法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
（
以
下
こ

八
人

の
表
及
び
第
七
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
単
に
「
特
別
支
援
学
級
」
と
い
う
。
）

中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の

同
学
年
の
生
徒
で
編
制
す
る
学
級

四
十
人

後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学

二
の
学
年
の
生
徒
で
編
制
す
る
学
級

八
人

校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同

特
別
支
援
学
級

八
人
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項
に
お
い
て
同
じ
。
）

３

（
略
）

（
学
級
編
制
）

第
四
条

都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
設
置
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
は
、
前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
を

標
準
と
し
て
、
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
が
、
当
該
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
て
行
う
。

２

指
定
都
市
の
設
置
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
は
、
小
学
校
又
は
中
学
校
に
あ
つ
て
は
前
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
標
準
と
し
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
に
あ
つ
て
は
六
人

（
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
障
害
を
二
以
上
併
せ
有
す
る
児
童
又
は
生
徒
で
学
級
を
編
制
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
人
）
を
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
標
準
と

し
て
、
当
該
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
が
、
当
該
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
て
行
う
。

（
都
道
府
県
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
等
の
標
準
）

第
六
条

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
（
学
校
給
食
法
第
六
条

に
規
定
す
る
施
設
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
置
く
べ
き
教
職
員
の
総
数
（
以
下
「
都
道
府
県
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
」
と
い
う
。
）
並
び
に
各
指

定
都
市
ご
と
の
、
指
定
都
市
の
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
置
く
べ
き
教
職
員
の
総
数
（
以
下
「
指
定
都
市

小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
条
か
ら
第
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
数
を
合
計
し
た
数
を
標

準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
各
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
及
び
各
指
定
都
市
が
定
め
る
指
定
都
市
小
中
学

校
等
教
職
員
定
数
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
条
に
規
定
す
る
数
を
標
準
と
し
て
、
当
該
各
条
に
定
め
る
教
職
員
の
職
の
種
類
の
区
分
ご
と
の
総
数
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
三
項
、
第
八
条
第
一
号
並
び
に
第
九
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
規
定
す
る
学
級
の
数
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
等
の
標
準
）

第
十
条

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
置
く
べ
き
教
職
員
の
総
数
（
以
下
「
都
道
府
県
特
別
支
援

学
校
教
職
員
定
数
」
と
い
う
。
）
並
び
に
各
指
定
都
市
ご
と
の
、
指
定
都
市
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
に
置
く
べ
き
教
職
員
の
総
数
（
以
下
「

指
定
都
市
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
条
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
に
規
定
す
る
数
を
合
計
し
た
数

を
標
準
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
に
規
定
す
る
学
級
の
数
は
、
第
三
条
第
三
項
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の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
た
基
準
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法
律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

第
八
十
一
条

（
略
）

②

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
に
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
及
び
生
徒
の
た
め
に
、
特
別
支
援
学
級
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
。

一

知
的
障
害
者

二

肢
体
不
自
由
者

三

身
体
虚
弱
者

四

弱
視
者

五

難
聴
者

六

そ
の
他
障
害
の
あ
る
者
で
、
特
別
支
援
学
級
に
お
い
て
教
育
を
行
う
こ
と
が
適
当
な
も
の

③

前
項
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
は
、
疾
病
に
よ
り
療
養
中
の
児
童
及
び
生
徒
に
対
し
て
、
特
別
支
援
学
級
を
設
け
、
又
は
教
員
を
派
遣
し
て
、
教
育
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
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○
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
体
制
の
充
実
及
び
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
号
）
（
抄
）

附

則

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
標
準
法
」
と
い

う
。
）
第
六
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
及
び
指
定
都
市
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
又
は
新
標
準
法
第
十
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
特
別
支
援
学

校
教
職
員
定
数
及
び
指
定
都
市
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公

立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
及
び
教
職
員
の
総
数
の
推
移
等
を
考
慮
し

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
標
準
と
な
る
数
に
漸
次
近
づ
け
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
毎
年
度
、
政
令
で
定
め
る
。


